
 

 

 

 

 

 

焼津おとな倶楽部では、「趣味活案内人」（市民講師）を募集しています。 

得意なことを友達に教えるような感覚で、趣味の講座を開いてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆開講するには 

  ◆講師登録 

   ・講師登録できるのは、焼津市内在住・在勤の 50 歳以上の方です。 

   ・「趣味活案内人（市民講師）」として登録していただきます。 

   ・「講師説明会」に参加していただきます。 

  ◆趣味活案内人講座の開催 

   ・講座は、前期（５月開講）と後期（10 月開講）に分けて開催します。 

   ・講座企画書（様式あり）を提出し、事務局と打ち合わせを行います。講座は 1 回

90 分を基本とします。 

  ◆講師の役割 

   ・会場の鍵の管理、会場の準備、片付けを行います。 

   ・講座を実施します。 

   ・会場使用簿を記入。会場清掃、忘れ物、消灯等の確認をし、会場を施錠します。 

  ◆講師謝礼 ※謝礼から所得税等を源泉徴収させていただきます。 

   ・参加者が４～10 人 2,000 円／回 

   ・参加者が 11 人以上 5,000 円／回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本パンフレットに関するお問い合わせ先 

焼津市役所 生きがい・交流部 生きがい・交流政策課 
電話：054-626-2141 Email：shingenki@city.yaizu.lg.jp 

 
いつまでも元気に暮らしていくためには、セカンドライフの健康維持や社会参加など、暮らし方につ 
いて早い段階から考えていく必要があることから、焼津市では、概ね 50 歳以上を「新元気世代」と定 
義しています。新元気世代プロジェクトでは、新元気世代の社会参加や生きがいづくり、健康維持等を 
総合的に支援し、生涯にわたり誰もが笑顔あふれる暮らしを送ることを目指します。 

「焼津おとな倶楽部」の会員を募集しています 
【対象】新元気世代（概ね 50 歳以上の方） 

【会費】入会金・年会費 なし 

【特典】①各種講座情報、健康情報などを載せた会報をお送りします。 

     ②「趣味活サークル」にご参加いただけます。 

     ③申込みが定員を超えた場合、会員が優先となります。 

     ④焼津おとな倶楽部主催講座の受講料がお得になります。 

     ⑤会員限定の講座やイベントの開催を予定しています。 

 【申込方法】新元気世代プロジェクトホームページから会員登録、 

       または、会員登録申請書を提出してください。 

何かしたいけど、

きっかけがない… 

趣味を一緒に楽しむ

仲間が欲しい 

スマホの使い方なら

教えてあげられる 

 

本格的に始める前に

いろんな趣味を体験 

同じ趣味を持つ 

仲間ができた 

友達に教わる感覚で

気軽に参加できた 

 つなげる 

 
焼津おとな倶楽部 

 

https://yaizushingenki.jp 

・コーヒーのおいしい入れ方、教えます 

・ヨガのインストラクターの資格を取ったけれど、教える場がない 

・歴史が好きでいろいろ勉強したから、話ができるよ 

・編み物が得意だから、数人になら教えられる 

・ジャズが好き。おすすめの演奏を紹介したり、ジャズ入門を教えたり 

できるよ 

・仕事で得た知識や技術を教えられる 

・専門的に学んだわけではないけれど、ずっと続けていることがある 

・掃除のコツ、教えます 

趣味をみんなに教えたい！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)焼津おとな倶楽部主催講座（事務局が企画する講座）とは 

   各方面から講師を招いて講座を開催します。概ね 50 歳以上の方ならどなたでも受講

できます。 

 (2)受講するには 

 ◆受講の申込 

 【会員・会員以外共通】 

  新元気世代プロジェクトホームページ「焼津おとな倶楽部」

（http://yaizushingenki.jp）から申込み 

 

 【会員】 

  メールまたは電話で申込み ⇒講座名、名前、会員番号を伝える 

 

 【会員以外の方】 

  メールまたはハガキで申込み 

⇒講座名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、連絡先電話番号を記入の 

上、生きがい・交流政策課へ送付（子供向け講座への申込みは、保護者名も記入） 

 ハガキ送付先：〒425-8502 焼津市本町２丁目 16 番 32 号 

        焼津市役所 生きがい・交流政策課 

 

  ◆受講料 

   ・受講料は講座ごと設定します。会員の方は２割引きの金額になります。 

   ・材料代等が必要な講座は、別途徴収します。 

 

 

 

 (1)趣味
し ゅ み

活
かつ

案内人講座（市民講師による講座）とは 

   自分の趣味や特技を教えたいという方が身近な先生（市民講師）となり、市民講師

が企画・運営する講座を開催します。一般的な専門家による「講座」とはちょっと違

った、茶話会のような雰囲気の、バラエティに富んだ講座を受講して、新しいことを

始めてみませんか。 

 (2)受講するには 

  ◆受講の申込 

   申込方法は、「焼津おとな倶楽部 主催講座」と同じです。 

  ◆受講料 

   ・受講料は、講座 1 回につき 500 円です。 

   ・４回講座であれば 500 円×４回＝2,000 円です。（一括して支払い） 

   ・材料代等が必要な講座は、別途徴収します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)趣味
し ゅ み

活
かつ

サークルとは 

   同じ趣味を持つ仲間をみつけたい、誰かと一緒に好きな趣味をしたい、という方が

集まる場所を提供します。 

 (2)参加するには 

  ◆焼津おとな倶楽部会員登録 

   ・焼津おとな倶楽部の会員の方がご参加いただけます。 

   ・会員でない方も、当日その場で会員登録をして参加いただけます。 

   ・趣味一覧に、やってみたい趣味があるがサークルの開催予定がない場合、参加希

望を事務局にお知らせください。参加希望者が２人以上集まったら、事務局が仲

介し、集まる日などを調整します。 

 ◆実施連絡 

    メールまたは電話でお知らせします。 

 ◆参加費 

   ・無料（材料費は別途徴収） 

   ・講師を呼ぶ場合は、講師謝礼 2,000 円を参加者で負担していただきます。 

趣味活サークル 

趣味をみつけたい！ 

仲間をみつけたい！ 

焼津おとな倶楽部 主催講座 

趣味活案内人講座（市民講師による講座） 


